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市
営
住
宅
入
居
者
募
集

●
募
集
団
地

・
深　

江　

馬
場
団
地…

（
２
戸
）

・
有　

家　

堂
山
団
地…

（
１
戸
）

・
有　

家　
長
田
第
１
団
地
（
２
戸
）

・
西
有
家　

上
の
原
団
地
（
１
戸
）

・
北
有
馬　
日
野
江
第
３
団
地
（
１
戸
）

・
北
有
馬　
本
町
第
１
団
地
（
１
戸
）

・
南
有
馬　

新
三
崎
団
地
（
２
戸
）

・
南
有
馬　

新
砂
原
団
地
（
２
戸
）

　

＊
単
身
入
居
可

・
南
有
馬　

吉
川
団
地…

（
１
戸
）

・
口
之
津　

仲
町
団
地…

（
１
戸
）

・
口
之
津　

早
崎
団
地…

（
１
戸
）

・
口
之
津　

白
浜
団
地…

（
２
戸
）

・
加
津
佐　

愛
宕
団
地…

（
１
戸
）

・
加
津
佐　

泉
が
丘
団
地
（
２
戸
）

　

＊
単
身
入
居
可

●
募
集
期
間

　

11
月
１
日
㈬
〜
14
日
㈫

●
入
居
資
格
条
件…

収
入
が
基
準

に
該
当
す
る
な
ど
、
市
が
指
定

す
る
条
件
を
全
て
満
た
す
人

※

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
入
居
者
の
決
定…

資
格
要
件
を

満
た
し
た
申
込
者
の
数
が
募
集

戸
数
を
超
え
る
場
合
は
、
公
開

抽
選
を
行
い
ま
す
。

●
抽
選
日…

11
月
21
日
㈫

　

午
後
２
時　

南
有
馬
庁
舎

問
都
市
計
画
課 

☎
７
３
‐
６
６
７
７

文
化
財
発
掘
作
業
員
募
集

●
募
集
人
員…

５
人
程
度

●
勤
務
内
容…

埋
蔵
文
化
財
発
掘

調
査
業
務
（
遺
物
包
含
層
の
掘

削
、
遺
物
・
遺
構
の
検
出
、
測
量
、

埋
め
戻
し
な
ど
）。
そ
の
他
文

化
財
保
護
行
政
に
係
る
業
務

●
勤
務
地…

深
江
町
内
の
発
掘
調

査
現
場
な
ど

●
報
酬
な
ど…

時
給
８
１
０
円
、

雇
用
保
険
あ
り

●
雇
用
期
間…

12
月
上
旬
〜
平
成

30
年
２
月
16
日
㈮

※

天
候
や
事
業
の
状
況
に
よ
り
変

動
あ
り

●
勤
務
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
（
う
ち

５
時
間
45
分
勤
務
）

※

休
日
は
土
、
日
、
祝
日
お
よ
び

担
当
課
が
指
定
す
る
日
。

●
試
験…

面
接

※

日
時
、場
所
は
、後
日
連
絡
し
ま
す
。

し
11
月
15
日
㈬ 

必
着

も
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入（
写
真
貼
付
）し
、「
文
化
財

発
掘
作
業
員
」と
朱
書
き
し
た

封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く
だ

さ
い（
持
参
可
）。

※

履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
文
化
財
課 

☎
７
３
‐
６
７
０
５

　
〒
８
５
９
ー
２
４
１
２

　
南
有
馬
町
乙
１
０
２
３
番
地

家
庭
教
育
支
援
に

携
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
方

を
募
集
し
ま
す

　

地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
事

業
に
よ
り
、
主
に
、
初
め
て
の
親

学
び
家
庭
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
・
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
）
を
実
施

す
る
「
家
庭
教
育
支
援
コ
ア
サ
ポ

ー
タ
ー
」
を
養
成
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
乳
児
母
子
の
育
児
支

援
を
は
じ
め
、
子
ど
も
の
成
長
段

階
に
応
じ
た
家
庭
教
育
支
援
に
関

す
る
基
礎
知
識
や
実
践
的
技
術
を

身
に
つ
け
、
地
域
で
の
家
庭
教
育

力
向
上
の
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く

も
の
で
す
。

●
養
成
講
座
（
２
回
）

①
と
12
月
３
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　
ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

②
と
12
月
４
日
㈪

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　
ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

●
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
会（
２
回
）

①
と
平
成
30
年
３
月
５
日
㈪

　

午
後
１
時
〜
午
後
５
時

　
ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

②
と
平
成
30
年
３
月
６
日
㈫

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
ば
原
城
オ
ア
シ
ス
セ
ン
タ
ー

定
５
人
程
度

り
無
料

対
全
４
回
の
参
加
が
可
能
で
、
地

域
で
子
育
て
や
家
庭
教
育
支
援

に
協
力
い
た
だ
け
る
人

し
11
月
16
日
㈭

も
電
話
、Ｅ
メ
ー
ル
（
要…

氏
名
、

住
所
、
連
絡
先
）
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課 

☎
７
３
‐
６
７
０
３

gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

　
月
は
「
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
」
で
す

　

労
働
者
を
１
人
で
も
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
は
労
働
保
険
（
労
災

保
険
・
雇
用
保
険
）
の
加
入
手
続

き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
長
崎
労
働
局 

労
働
保
険
徴
収
室 

☎
０
９
５
‐
８
０
１
‐
０
０
２
５

　

ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

多
重
債
務
の
無
料
相
談
会

　

借
入
れ
や
ロ
ー
ン
の
返
済
、
債

務
整
理
や
家
計
の
見
直
し
な
ど
に

つ
い
て
相
談
員
が
面
談
に
応
じ
ま

す
。

と
11
月
28
日
㈫

　

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

ば
長
崎
財
務
事
務
所
（
長
崎
市
）

も
要
予
約

問
財
務
省 

福
岡
財
務
支
局 

　
多
重
債
務
相
談
窓
口

　
☎
０
９
２
‐
４
１
１
‐
７
２
９
１

第　
回 

長
崎
県
美
術
展
覧

会
移
動
展「
南
島
原
市
会
場
」

と
11
月
９
日
㈭
〜
12
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

　

７
部
門
の
入
賞
者
・
地
元
入
選

者
作
品
な
ど
約
一
〇
〇
点
を
鑑
賞

で
き
る
絶
好
の
機
会
で
す
。
ぜ
ひ

ご
来
場
く
だ
さ
い
。

り
無
料

問
生
涯
学
習
課 

☎
７
３
‐
６
７
０
３

南
島
原
市
女
性
人
材

バ
ン
ク
登
録
者
募
集

　

市
の
各
種
審
議
会
・
委
員
会
の

委
員
へ
の
女
性
の
積
極
的
登
用
を

め
ざ
す
た
め
、い
ろ
い
ろ
な
分
野

で
識
見
・
経
験
を
お
持
ち
の
女
性

の
情
報
を
登
録
し
て
お
く「
女
性

人
材
バ
ン
ク
」制
度
を
設
け
、登
録

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
本
市
に
居
住
あ
る
い
は
勤
務
、

ま
た
は
市
内
の
団
体
に
所
属
し

て
い
る
20
歳
以
上
の
女
性

※

人
材
の
推
薦
な
ど
が
あ
れ
ば
、

事
務
局
に
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

●
人
材
バ
ン
ク
の
活
用

　

市
の
各
種
審
議
会
・
委
員
会
な

ど
の
委
員
の
人
選
を
す
る
際
や
、

セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
講
師
の
依
頼
、

各
種
研
修
会
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど

の
案
内
に
活
用

も
申
請
書
を
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
市
役
所
各
庁
舎
の
市
民
窓
口

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
印
刷
も
可
。

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
７
３
‐
６
６
４
７

　
℻
８
２
‐
３
０
７
０

　
〒
８
５
９
ー
２
２
１
１

　
西
有
家
町
里
坊
96
番
地
２

jinken@city.minamishimabara.lg.jp

犬
の
飼
い
方
・
マ
ナ
ー
に

つ
い
て

　　

最
近
、
犬
の
放
し
飼
い
や
フ
ン

の
後
始
末
に
つ
い
て
、
多
数
の
苦

情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
を
放
し
飼
い
に
す
る
と
、
周

り
の
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に

な
り
、
悪
質
な
放
し
飼
い
は
、
条

例
に
よ
る
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
散
歩
の
際
も
同
様
と
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
制
御
で
き
る
人
が

リ
ー
ド
を
し
っ
か
り
つ
な
い
で
か

ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
フ
ン
の
後
始
末
を
し
な

い
と
、
周
囲
の
生
活
環
境
を
悪
化

さ
せ
た
り
、
公
共
の
場
所
を
汚
し

て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

も
し
、
散
歩
中
に
犬
が
フ
ン
を
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
必
ず
持
ち
帰
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
部
の
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
い
飼

い
主
の
行
動
で
、
マ
ナ
ー
を
守
っ

て
い
る
た
く
さ
ん
の
飼
い
主
も
迷

惑
を
し
て
い
ま
す
。
飼
い
主
と
し

て
最
低
限
の
飼
い
方
・
マ
ナ
ー
を

き
ち
ん
と
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
課 

☎
７
３
‐
６
６
４
４

ノ
ラ
猫
に
つ
い
て

　

近
年
、
住
宅
地
に
ノ
ラ
猫
が
住

み
つ
き
、「
フ
ン
で
迷
惑
し
て
い

る
」、「
敷
地
内
に
子
猫
を
産
ん
で

困
っ
て
い
る
」
な
ど
の
苦
情
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

狂
犬
病
予
防
法
で
捕
獲
が
認
め

ら
れ
て
い
る
ノ
ラ
犬
と
違
い
、
行

政
に
よ
る
ノ
ラ
猫
の
捕
獲
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
登
録

制
度
も
無
く
、
ノ
ラ
猫
と
飼
い
猫

の
明
確
な
区
別
も
困
難
で
す
。

　

ノ
ラ
猫
が
住
み
つ
か
な
い
よ
う

に
す
る
に
は
エ
サ
を
与
え
な
い
こ

と
が
有
効
な
手
段
で
す
。
周
辺
に

エ
サ
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
置
か

ず
、
猫
が
他
の
場
所
に
エ
サ
を
求

め
て
出
て
い
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

な
お
、
地
域
住
民
で
飼
育
す
る

地
域
猫
に
つ
い
て
は
、
避
妊
や
去

勢
を
無
料
で
行
え
る
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
ご
注
意…

ノ
ラ
猫
や
ノ
ラ
犬
を

虐
待
す
る
と
法
律
に
よ
る
厳
し

い
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

問
環
境
課 

☎
７
３
‐
６
６
４
４

第
２
０
１
回

コ
レ
ジ
ヨ
市
民
文
化
講
座

　
「
温
泉
山
縁
起
」な
ど
に
よ
る
と
、

大
宝
元
年（
７
０
１
）行
基
が
雲
仙

岳
を
開
創
し
堂
塔
伽
藍
を
創
建
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
満
名
寺
で
す
。
行
基
は
奈
良
東

大
寺
の
大
仏
建
立
に
も
参
画
し
た

著
名
な
僧
侶
で
す
。
今
回
は
「
続

日
本
紀
」
な
ど
に
み
え
る
行
基
の

実
像
に
せ
ま
り
、
ま
た
当
時
の
僧

侶
た
ち
が
行
っ
た
社
会
事
業
に
つ

い
て
検
討
し
ま
す
。
ま
た
行
基
の

霊
験
譚
に
も
言
及
し
ま
す
。

　

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

新
た
な
知
識
と
の
出
会
い
を
求
め

て
多
数
の
皆
様
の
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

と
12
月
10
日
㈰ 

午
後
２
時
〜
４
時

ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

な
講
演
「
雲
仙
を
開
い
た
行
基
と

鬼
石
伝
承
」

●
講
師…

元
龍
谷
大
学
教
授

　

根
井　

 

浄 

氏

定
80
人

り
無
料

し
12
月
５
日
㈫

問
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

　
☎
７
３
‐
６
７
３
６

※

本
講
座
は
９
月
16
日
に
予
定
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
台
風
の
影

響
に
よ
り
実
施
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
、
今
回
予
定
を
変
更

し
て
開
催
し
ま
す
。

平
成　
年
度

第
２
回
消
防
設
備
士
試
験

と
平
成
30
年
１
月
28
日
㈰

　

午
前
10
時
〜

ば
長
崎
大
学（
文
教
キ
ャ
ン
バ
ス
）

●
試
験
の
種
類…

甲
種
（
特
類
、

第
１
類
〜
第
５
類
）、乙
種
（
第

１
類
〜
第
７
類
）

●
受
験
願
書
の
受
付
期
間

・
書
面
申
請

　

11
月
20
日
㈪
〜
12
月
１
日
㈮

・
電
子
申
請

　

11
月
17
日
㈮
〜
28
日
㈫

も
書
面
申
請
ま
た
は
電
子
申
請

問（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

長
崎
県
支
部

　
☎
０
９
５
‐
８
２
２
‐
５
９
９
９

　
〒
８
５
０
‐
０
０
３
２

　
長
崎
市
興
善
町
６
番
５
号

　
興
善
町
イ
ー
ス
ト
ビ
ル
５
階

　
秋
季
火
災
予
防
運
動

　
11
月
９
日
か
ら
11
月
15
日
ま
で

全
国
一
斉
に
秋
季
火
災
予
防
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

『 

火
の
用
心

こ
と
ば
を
形
に  

習
慣
に 

』

（
平
成
29
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語
）

●
火
の
取
り
扱
い
に
は
ご
注
意
を

　

火
災
は
、
人
の
生
命
や
財
産
を

一
瞬
に
し
て
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て

　

火
災
の
早
期
発
見
、
逃
げ
遅
れ

防
止
の
た
め
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
必
ず
設
置
し
ま
し
ょ
う
！

（
平
成
21
年
６
月
か
ら
、
当
本
部

管
内
す
べ
て
の
住
宅
に
設
置
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
）

問
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合

消
防
本
部　
予
防
課

　
☎
０
９
５
７
‐
６
２
‐
５
８
５
７

あ
な
た
の
職
場
、ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
と

れ
て
い
ま
す
か
？

　

日
本
の
労
働
生
産
性
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
加
盟
諸
国
35
カ
国
中
22
位
だ
と

い
う
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

こ
れ
は
、
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

率
が
、
諸
外
国
に
比
べ
低
調
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

日
本
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
伸
ば
す
に
は
、

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
作
り
、

外
需
を
獲
得
す
る
こ
と
が
有
効
で

あ
る
た
め
、
内
閣
府
で
は
、
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
ー
戦
略
（
さ
ま
ざ
ま

な
人
材
が
、
多
種
多
様
な
能
力
を

発
揮
）
や
、
女
性
の
力
を
掘
り
起

こ
し
新
た
な
付
加
価
値
の
創
造
な

ど
、
労
働
力
減
少
や
外
需
拡
大
に

対
応
す
る
た
め
の
働
き
方
改
革
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

特
に
女
性
の
社
会
進
出
を
促
す

た
め
、
女
性
活
躍
推
進
法
を
制
定

し
、
従
来
の
固
定
さ
れ
た
性
別
役

割
分
担
意
識
を
払
拭
し
、
男
女
が

お
互
い
に
仕
事
や
家
事
に
責
任
を

持
つ
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

を
重
要
視
し
て
い
ま
す
。
ま
た
今

後
は
人
口
減
少
に
よ
る
労
働
力
不

足
だ
け
で
な
く
、
介
護
の
た
め
の

離
職
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

長
時
間
労
働
の
改
善
や
、
ワ
ー

ク
（
仕
事
）
と
ラ
イ
フ
（
家
事
・

育
児
・
介
護
）
が
両
立
で
き
る
職

場
環
境
づ
く
り
が
急
務
で
す
。

 

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
７
３
‐
６
６
４
７

平
成　
年
分
給
与
所
得
の

年
末
調
整
説
明
会

と
11
月
14
日
㈫

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

ば
あ
り
え
コ
レ
ジ
ヨ
ホ
ー
ル

※

そ
の
他
の
会
場
で
も
実
施
し
て

い
ま
す
。希
望
す
る
人
は
、お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

当
日
は
、事
前
に
郵
送
し
た
資

料
を
必
ず
持
参
願
い
ま
す
。

問
島
原
税
務
署 

法
人
課
税
部
門

　
源
泉
所
得
税
担
当

　
☎
０
９
５
７
‐
６
２
‐
３
８
１
８

ひ
と
り
親
家
庭
の

新
一
年
生
の
み
な
さ
ん
へ

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
こ
ど
も
達
を

対
象
に
、
来
年
度
、
新
１
年
生
を

迎
え
る
み
な
さ
ん
へ｢

ラ
ン
ド
セ

ル｣

を
贈
り
ま
す
。

●
寄
贈
内
容

　

ラ
ン
ド
セ
ル
32
個

対
ひ
と
り
親
家
庭
お
よ
び
生
活
困

窮
家
庭
な
ど
の
新
一
年
生

し
11
月
30
日
㈭

も
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
申
込
用
紙
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
ご
記
入
の

上
、
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

お
送
り
く
だ
さ
い
。
申
込
多
数

の
場
合
、
収
入
状
況
や
応
募
理

由
を
考
慮
し
決
定
し
ま
す
。
決

定
後
、
文
書
（
郵
送
）
に
て
通

知
し
ま
す
。
決
定
者
は
、
原
則
、

贈
呈
式
へ
の
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
会
な
が
さ

き
内「Fine

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な

が
さ
き
夢
ラ
ン
ド
セ
ル
事
業
」係 

☎
０
９
５
‐
８
２
８
‐
１
４
７
０

　
℻
０
９
５
‐
８
２
８
‐
１
４
７
６

　
〒
８
５
０
‐
０
０
５
４

　
長
崎
市
上
町
１
番
33
号

　
社
会
福
祉
会
館 

３
階

　
ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す

　
次
の
皆
さ
ん
か
ら
、
ご
寄
附
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。　

 ―

敬
称
略―

　

●
一
般
寄
附

・
川
﨑　

幸
子
（
西
有
家
町
）

●
教
育
寄
附

・
内
藤　

修
子
（
長
崎
市
）

・
協
同
組
合
北
有
馬
シ
ョ
ッ
ピ
ン

　

グ
セ
ン
タ
ー
（
北
有
馬
町
）

・
原
田　

悦
子
（
有
家
町
）

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
南
島
原
10
月
号
の
記
事
の

内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
詫
び
の
上
、
次
の
と
お
り
訂
正

を
い
た
し
ま
す
。

Ｐ
８…

平
成
29
年
度
南
島
原
市
文

化
協
会
各
町
文
化
祭

●
芸
能
部
門　

西
有
家
町

誤 

と
11
月
19
日
㈰

←　

 

午
後
０
時
30
分
〜

正 

と
11
月
19
日
㈰

　
　

 

午
前
11
時
〜

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
　
内
閣
府

fine

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
長
崎

29

29

ぎ
ょ
う
き

ど
う
と
う

ま
ん
み
ょ
う
じ

れ
い
げ
ん
た
ん

が
ら
ん

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ お問い合わせは…南島原市役所　☎73ー6600 くらしの情報

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」で
す問こ ど も 未 来 課　☎７３－６６５２

　子育てテレフォン　☎７３－６６５４

11月13日～19日（午前８時30分～午後７時）
※ただし、土・日曜日は午前10時から午後５時まで
問市民サービス課 ☎７３－６６４７
　または 長崎地方法務局 長崎県人権擁護委員連合会
　☎０９５－８２０－５９８２

　夫・パートナーからの暴力、ストーカー行為、職場にお
けるセクシャル・ハラスメントなどひとりで悩まず、電話
してください。

「女性の人権ホットライン」強化週間
☎0570-070-810（全国共通）

　暴力は、誰に対しても決して許されるもの
ではありませんが、特にDV・性犯罪・セクハ
ラなど、女性に対する暴力は女性の人権を著
しく軽視したものであり、男女共同参画社会
をつくる上で克服すべき課題のひとつです。
　男女が対等なパートナーとして、互いの人権を尊重しあ
う社会を作りましょう。

「女性に対する暴力を無くす運動」
強化週間（11月12日から25日）


